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はじめに

　21 世紀の社会は目まぐるしく多様化し、もは

や避けることのできない危機に直面している。そ

の大きな問題の一つは少子高齢化社会である。出

生率が下がり、人口が減少する一方で、平均寿命

は延び、高齢化と多死社会の現実が老若男女問わ

ず一人一人に襲い掛かっている。

　平成 28 年（2015 年）版厚生労働白書のテーマ

『人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える』で

は 10 年後の 2025 年を見据えた施策が取り挙げ

られた 1）。なぜなら、団塊世代（1947 ～ 1949 年

生まれ）全てが 75 歳以上の後期高齢層に推移す

る年だからである。65 歳以上人口の総人口に対

する高齢化率が 2014 年に 10% を超え、令和 5 年

の調べでは 29.1%、令和 6 年は 29.4% と着実に増

えた 2）。次に続くターゲットは、団塊ジュニア世

代（1971 ～ 1974 年生まれ）が 65 歳以上にシフト

する 2040 年である。死亡者数は増え続け、2030

年頃をピークに減少傾向を示す推計も出されてい

る 3） 。人口ピラミッドの 2060 年の形は、底面の

大きな安定した壺型がすっかり形骸化し、スリム

で底の小さな棒状に近くなる。つまり、高齢者 1

名を 64 歳以下人口が 1.2 名で支える、ほぼ 1 対

1 の肩車型の関係を意味する（図 1）4）5）  。少子化の

始まりは 1970 年頃の高度成長期で、女性の社会

進出、未婚や晩婚志望などと若者世代の価値観が

変化した。出生率低下の実態は経済的負担の理由
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が最も多く、この点が改善されない限り、以前の

ような人口動態図に戻ることは望めないと考える。

I．人口動態と取り巻く医療体制と医療経済

　医学・医療は、疾病の早期発見、治療・治癒、

延命こそが最大の目標であり、飛躍的な進歩によ

り生存期間が延伸し、健康寿命も高め、大きな貢

献を果している。しかし、その反面、皮肉にも世

界に類をみない高齢化を生み、慢性疾患や認知機

能障害などが急増し、完治に至らない後遺症やそ

の慢性化、急性憎悪の繰り返し、合併症の併発な

どを抱えての長患い、または余命宣告された時点

からの人生終盤を迎えるまでも含め、様々に医療

体制を整えることが急務となった 5）。その結果、

日本は OECD 先進国と比べ圧倒的に突出した病

床数を揃えたのである 6） 。そして 1961 年の国民

皆保険を達成して以来、いつでも誰でもが気軽に

医療サービスが受けられるという安心を得るに

至った。

　医療サービスは、患者ニーズを満たす以上に、

医師の指示や治療に伴う医療資源を使って、質の

高い医療を提供することにある。医療経済学の観

点からすると「病床が作られると患者と医療費が

増える」現象が生まれ、医療費と病床数は高い相

関関係を示すとよく言われる。この結果、医療費

は膨らみ、税金や社会保険料に課せられ、人々の

生活の質に影響を及ぼす。医療サービスを担保す

るのは、財源、設備、そして人材であり、これら

には限りがある。そこで、2000 年第 4 次医療改

正で、病床数を減らすことを大前提に、病床機能

を高度急性期、急性期、回復期、慢性期の 4 つに

区分して人口構成に見合う体系を目指す政策が始

図 1　人口ピラミッドの変化

文献 4）在宅医療の最近の動向 , 厚生労働省 ,2012. より抜粋
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まった。追随して、少子化動向を見据えた将来の

社会保障制度の維持のための地域包括ケアシステ

ムも時代の流れに沿う必要が出てきた 4）5） 。

　50 年ほど前に遡った頃の地域包括ケアシステ

ムは患者・家族を中心に保健・医療・福祉の 3 つ

が主体だったが、介護が必要になる前段階の予防

推進や居住問題や社会的孤立の防止などを含む生

活サポートを含め、5 つの要素が花弁を成すよう

に繋がり、日常生活圏域で 30 分でかけつけられ

る構図が示された 4） 。また、捉え方を「植木鉢の

図」で表し、皿が本人の選択、本人・家族の心構

えで、自己決定の尊重を土台に、鉢は住まいを、

土壌は介護・生活支援で支える自助・互助を示し、

3 枚の葉は社会保険制度などの共助や福祉面の公

助を意味している（図 2）1） 。従来の医療体制の『病

院完結型』から地域で支え合う『地域完結型』への

推進および達成には、この概念を基に地域社会の

助け合いなくてはなし得ない。

　各都道府県における地域医療構想は、病床機能

の分化推進のために地域ごとの医療需要に見合っ

た適切な医療提供が施されるよう進められた。

2024 年 7 月「地域医療構想および医師確保計画に

関するワーキンググループ」の報告では、2023 年

度の全国の病床数は前年度より 6,000 床減り 119

万 3,000 床であり、2025 年時点で必要と見込まれ

た 119 万 1,000 床に近づき、字面上では達成され

ているように見えた。しかし、その内訳は削減対

象である高度急性期病床は逆に増加傾向で、かつ

急性期もまだ過剰である。一方で、休棟状態の非

稼働病棟は、前年度 2 万 9,000 ～ 3 万 5,500 床へ

と増加が止まらない 5）～ 7）。医療費適正化計画で

は、平均在院日数を短縮させる方が診療報酬面で

は圧倒的に有利である。急性期での治療にあたる

大病院と、入院前後の地域において、または家庭

で受けられるような医療体制のケアを主に行う中

小病院や診療所のような機能分化の充実を図る流

れで、リハビリテーションなどで自宅復帰を目指

す回復期の不足を補う機能への転換である 7） 8）。

将来的に慢性期病床が余剰になることが予想でき

ることからも現状での医療の必要度が低い対象者

は在宅医療に任されることになる。要するに、在

宅医療は、病棟・入院医療、外来医療に並ぶ病院

外の医療で第 3 の医療体制として、地域包括ケア

システムの重要な位置を占めるのである。

II．在宅医療の過去から現在へ

　在宅医療とは、訪問して診療する医療、いわゆ

る往診である。しかし『往診』としてのイメージは、

急変時の駆けつけであり、よく映像で見る光景は、

白衣の医師が看護師と共に、黒い大きなバックを

もって、患家を訪れるシーンではないだろうか。

赤髭先生ならぬ、どのような患者に対しても孤軍

奮闘する開業医は居住域の重要な役割だった。こ

の往診も 1970 年代初頭頃までよく見かけられ、

対象の多くは“お看取り”だった。次第に、病院

が増え、入院することが当然になり、さらに病院

で最期を迎えるのが一般的になった。しかし、地

域によっても状況は異なり、全く消えた訳ではな

く、一頃、マスメディアで広く注目を浴びた末期

がんや不治の病などのホスピス体制の緩和ケアの

実態や寝たきり老人の社会問題も取り上げられ、

最後までの療養を住み慣れた場所で見守るように

続けられていた。

　1986 年、保険制度上で訪問診療の概念が位置

づけられ、介護保険制度の整備などの体制作りが

進められた。2006 年には在宅で療養する患者の

かかりつけ医機能の確立として、在宅療養支援診

図 2　地域包括ケアシステムの視点による取り組

みと捉え方

文献 4）在宅医療の最近の動向 , 厚生労働省 ,2012.

と文献 1）平成 28 年版厚生労働白書第 1 部（テー

マ編）「人口高齢化を乗り越える社会モデルを考え

る」, 厚生労働省 , 2016. を改変
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そのような中、新型コロナウイルス感染拡大に

よって、患者側の医療サービスへの希望や受診

の仕方が世界的に変化し、外来患者が激減した

2020 年 3 ～ 6 月にかけ、在宅医療に関わる届出

数が急増している 11）。今後の新興感染症のパン

デミックに向けた医療体制を適正に整えることが

喫緊の課題であり、持続可能な在宅医療を提供す

るに、個別ではなく地域全体で連携をとることに

ある。

　『在宅医療』は、地域を病院あるいは病棟として、

居宅を診察室あるいは病室として捉え、24 時間

365 日、絶え間ない安心を提供する医療であり、

患者・家族に寄り添い、患者の尊厳を第一に、患

者を取り巻く生活環境の質を第一に考える。そこ

には複数の専門医師の協動体制があり、医療従事

者、ケアマネージャーやソーシャルワーカーなど

多種の繋がりで支える個別化されたテーラーメー

療所（以下、在支診と略）が創設され、2008 年に

は在宅療養支援病院（以下、在支病と略）が始まっ

た。2012 年には在支診と在支病のうち、在宅医

療に特化する機能強化型の基準に見合えば評価が

引き上げられた（図 3）4）5） 。このように体制の見

直しも図られ、看護師を中心に福祉や介護の専門

職含め、多職種の医療従事者が増えていった。し

かし、機能型含む在支診の届け出数は伸び悩み、

横ばいから 2018 年以降減少に転じ、一方の在支

病数は増加傾向が続いている 9）。在支診は、申請

以前に届けない施設が 6 割にも達し、中には基準

要件の改定で実績が満たないなども含まれている

と言う。届け出をしない最大の理由は、24 時間

の束縛に、医師、看護師、他事業所などの了解を

得る点で、最もハードルが高い。このように診療

報酬の見直し問題や開業医の高齢化などの問題も

多くあり、単一の診療所では負担が大きい 10）。

図 3　在宅医療推進に関する各種制度の変遷（～ 2012 年まで）

文献 4）在宅医療の最近の動向 , 厚生労働省 , 2012. より抜粋
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ド医療と言っても過言ではない。

　機能強化型の複数の医療機関が協力する連携型

の推進には、機関ごとの特性（患者数や患者層、

専門性など）の違いや情報共有（カルテの共有な

ど）、診療報酬算定（主治医か代診医のどちらで）

などの難問もあり、利害調整をせねばならない。

機能を集約化した往診体制を確立し、病院を副主

治医医療機関とする試みも展開している 10） 。

　在宅医療の対象は、今や高齢者だけではなく、

生活習慣病を始めとする慢性疾患や先天性疾患も

対象で年齢層はまちまちである。とは言っても、

やはり多いのは高齢者層である。65 歳以上の高

齢者層を対象とした厚生労働省の調べでは、60%
以上が人生終末期は自宅での療養を望んでいる。

さらに、自分だけでは身の廻りのことが難しい要

介護状態になった場合でもできるだけ自宅や家族

のそばに居たいと希望するものが 40% を超えて

いる。しかし、自宅で最期を迎えたいと希望は

60% を超えるが、実際に 20% に満たない 8） 。在

宅医療対象は 20 万人近くで、1996 年の約 7 万人

に比べると 3 倍近くに増えている 5） 。どうしても

病院の治療体制が必要な場合、または望む場合な

どは別として、家族に迷惑をかけたくない、独居

で誰にも頼れない、などの理由で在宅を諦める場

合も少なくない。在宅医療の体制が整い、病院医

療レベルに遜色ない質にすれば多くの在宅医療利

用者の希望に応えられるだろう。

III．在宅医療における診療報酬と 

臨床検査技師の関わり

　在宅医療における多種の医療従事者のネット

ワークに、臨床検査技師が加わればタスクシフ

ト / シェア面も含め、検査の種類や検査精度、結

果の判定などができ、臨床に有益をもたらすこと

が期待できる。

　しかし、法律上『医師の指示の指導の下』となっ

ているがために、単独で赴いた検査の実施の診療

報酬にも問題が残っている 12）。診療報酬の捉え

方は、原則、病院や診療所での対面診療が基準で

あり、包括的検査の実施も難しいので、在宅医療

検査は評価対象にされにくい。その結果、地域差

も見られ、一部の検査実施はボランティアとなっ

ている実態に臍を噛む現状である。

　ここで診療報酬について触れておく。医療行為

の対価であり、医療機関に支払う費用であるが、

見直しを中心に行う機関は、厚生労働大臣の諮問

に対し審議や調査を行う中央社会保険医療協議会

（以下、中医協と略す）である。2 年ごとに医療の

進歩や社会経済の状況などを鑑みて見直しされる

一方、介護報酬・障害福祉サービス関連は 3 年ご

とに行われ、6 年に 1 度が 2024 年にあたった。

人材確保・働き方改革推進、地域包括ケアシステ

ムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分

化・強化、医療情報の有効活用、遠隔医療の推進、

入院医療の評価、地域での新興感染症などに対応

できる医療提供体制の構築、かかりつけ医やかか

りつけ薬剤師の機能評価、質の高い在宅医療・訪

問看護の確保、安心・安全での質の高い医療の推

進、医療保険制度の安定性・持続可能性の向上な

どについて見直されている 13）。今回の改定では、

質の高い訪問診療・訪問看護の確保が焦点の一つ

で、在宅医療の受け皿となる医療機関を増やす方

向で、在宅医療移行加算なども付く。しかし、緊

急や夜間・休日、深夜の加算は引き下げられたた

め、コロナ禍で急増した往診サービス撤退は増え、

不定期かつ緊急的な往診サービスも縮小するとこ

ろも増えている。この改定状況では臨床検査技師

単独検査の診療報酬の審議の予兆もない状態とみ

る。

　在宅医療検査の必要性を認めてもらうために

も多くの効果をあげ、実績を示すことが必要で

ある。迅速検査結果を医師に電話で見せ指示を

受ける、また ICT を用いた遠隔診療も進みつつ

ある。遠隔診療は、専門医が他医師を支援する

Doctor to Doctor（D to D）や D to P（patient）があ

り、さらに with D もあるなら、with MT（Medical 

Technologist）があっても良いと考える。質の高い

在宅医療検査の進展である 14）15）。

　在宅医療に関わる医療従事者は、看護師以外に、

診療放射線技師、臨床工学士、理学療養士、作業

療養士はこの先もっと多く必要になる（図 4）。臨

床検査技師も関わり始めているが、筆者が教育側
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として、学生たちに働きる草の根運動はほぼ 10

年経ったが、この間、雇用が充足したとは言い難

い。臨床検査技師を雇用している在宅支援診療所

では、診療アシスタント領域も含め、日々現場に

出向き、専門職としての責務を果たしている。そ

れによって、早期診断や即治療に繋がることが多

く、また病院に行くための時間や費用、検査結果

によっては無駄な通院や搬送の回避など、患者・

家族にとってもメリットは大きい。

　そして、簡便かつ容易に扱える POCT の種類

も増え、医師や看護師他医療スタッフが使用する

ようになっている。超音波検査においては、ポケッ

ト型タイプでは残尿量の把握なども容易に行われ

ている。2016 年の小宮氏の調査では、151 医療

機関を対象に POCT による検査の実施は、血糖、

血算、HbAa1c、電解質、栄養、肝・腎機能、炎

症反応が上位を占めた。次いで、尿、心電図検査、

心臓循環器指標、凝固・止血能、感染症、超音波、

血ガスが 3 割強だと言う。急性憎悪期の検査項目

群と疾病管理の慢性期の検査群とが活用されてい

る 16）。ポケットエコーは、聴診器代わりの存在

になりつつあることからも超音波検査は、臨床検

査技師の知識とスキルがあれば、存分に実力を発

揮できる場である 15）17）。

　ところで、『POCT』は、臨床検査技師界隈の用

語に収まっていると考える。在宅医療に関わる医

師や医療関係者たちは POCT を使用していても、

POCT の意味やそのものの認知度は低い。だから

こそ、臨床検査技師が精度管理やデータ管理、そ

れ以前に検体採取や検体保存などの管理も含め、

大いに関わるべき分野である。

　ところが、先に述べたように診療報酬の問題も

あり、臨床検査技師の雇用の需要と供給のバラン

スが整わないのも残念な事実である。しかし、最

図 4　医療・福祉職種の人材確保の課題

文献 5）新たな地域医療構想の現時点での検討状況について（報告）第 112 回社会保障審議会医療部会 , 厚生労

働省 , 2024. より抜粋
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近、在宅医療に興味を持つ人が増えてはいるが、

不安でなかなか踏み込めない人もいる。また、中

堅技師や熟練技師で挑戦し始めた人もいる。雇い

側の条件にもよるが、検査のみが業務ではなく、

診療サポートも含む立場として関わる、‘何でも

する’精神が必要である。在宅医療に関わる人材

に求められるのは、医療者としての態度、人間性

が何より大事である 18） 。卒後すぐでも、臨床に

近い現場で自分を試したいと意志をもっている同

志もおり、その選択にエールを送りたい。

　在宅医療に関わる活動を紹介する。平成 26 年

より日本臨床検査技師会（以下、日臨技と略）では、

在宅における臨床検査の調査を開始している。平

成 28 年には在宅推進のためのワーキンググルー

プが発足し、現場における諸問題を検討し、在宅

医療の紹介と啓蒙活動、教育面などについて提言

もした。日臨技『会報 JAMT』に 11 月 23 日の“在

宅医療の日”に合わせ、2021 年から 11 月版に在

宅医療に関わる特集が組まれるので是非確認して

いただきたい 19）。季刊誌『ピペット』にも取り挙

げられる。学会活動では、日本医学検査学会での

JAMT 企画や日本在宅医療連合学会第 1 回から日

本臨床検査振興協議会合同企画含め継続開催して

いる。その連合学会では多職種連携で集まっても

いるが、臨床検査技師はなかなか増えない。また、

臨床検査技師の必要性を唱える都内近郊の在支診

の医師や関係者で『日本在宅検査研究会』を 2024

年 5 月に第 1 回を立ち上げた 20）。研究会会長で

ある鬼澤氏（杏クリニック院長）は日々診療に赴く

中で、臨床検査の有用性を訴えている。診断や治

療方針に大きな手助けとなり、治療効果の確認や

重症度の判定、回復度の判断に利用されている。

検査機器の小型軽量化や迅速診断キットなどは多

様化し、利便性が高まる半面、煩雑化しているこ

とからも、訪問看護・訪問薬剤師・訪問管理栄養

士などに続く、検査に関わる専門職として「訪問

臨床検査技師」に大きな期待を寄せている。また、

副会長の岡田氏（大江戸江東クリニック院長）は

臨床検査技師教育に十分でなかった介護や福祉

面も強化育成を、新人技師も含めて積極的に行っ

ている。

IV．在宅医療に関わる臨床検査技師たちの実態

　基本は医師と訪問診療に、居宅や施設に同行す

るケースが多い。業務は、診療アシスタント業務

（医療業務サポート全般、機器器材の準備、訪問

看護師や薬剤師への記録や連絡、薬袋確認や処方

箋準備など事務的作業）、バイタルチェック、ま

たは指示に応じ、胃瘻や導尿チューブ交換の補助、

持続陽圧呼吸法（CPAP）の確認、ポータブルレン

トゲンの補助などの他、ドライバー役もある。臨

床検査は採血および検体採取、迅速検査、心電図、

超音波、スパイロほか、輸血の準備・実施をサポー

トする業務もある。施設訪問検査であれば、一部

屋で、または各部屋を巡回しながら、採血や検体

採取、心電図などの他検査も行っている。日本臨

床検査振興協議会監修『在宅医療における臨床検

査』を一読いただくと実践編がわかりやすい。

　20 年以上も前から在宅医療に関わってきた宮

下氏は現在に至るまでの変遷を振り返り語ってい

る 19）。宮下氏を中心に、都内のゆみのハートク

リニックの小針技師、埼玉県の杏クリニックの杉

原技師、大宮クリニックの寺内技師、また栃木県

小山市の村井クリニックの荒川技師などの先陣の

活躍は大きい。

　令和 4 年の新教育カリキュラムでは在宅医療や

認知症の講義が必須となり、臨地実習ガイドライ

ンには在宅医療・訪問診療の実習についても記載

が加わった。現在、本校では、2024 年度から臨

地実習前に、医療コミュニケーション実習として

取り組んだ。学生たちは、臨床検査技師の活躍で

きる場に触れ、将来展望の一つとして学ぶ機会に

なったとの感想が多く、接遇や順応力、洞察力、

多職種との協働性、コミュニケーション能力の必

要性を挙げていた（図 5）。

　様々な医療体系が繰り広げられるが、医師に付

く場合は臨床のアプローチの学びも多く、病院検

査室内だけでは体験できない患者本人や家族の反

応も把握でき、現場から学び得るものが大きく深

い。地域包括ケアシステムについて念頭におくべ

きは、対象が病者や高齢者だけではなく、地域社

会を包括して誰もが共生していく点である。そし
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て、在宅医療に関わるものは、対象者自身の尊厳

を死守しつつ、家族や看護・介護の中心に人への

精神的なサポートを心掛けることである。改めて

強調しておきたい。

　在宅医療の検査の質をあげて、病院検査と遜色

ないように実施できるのは私たち、臨床検査技師

しかいない。在宅医療に関わる人材として、臨床

病態を把握し、的確に判断できるのは臨床検査技

師が相応しい専門であることを、今一度立ち戻っ

て、ぜひ、在宅医療へ一歩踏み出していただきたい。

さいごに

　1972 年、有吉佐和子著の『恍惚の人』は痴ほう

（またはボケと言われた）老人（現在は認知症と言

う）と介護に関わる家族・周囲の日常生活をリア

ルに壮絶に描かれた小説である。薄れ剥がれ壊れ

ていく人と誰がどこまでどのように、いつまで付

き合うのか、ゴールが見えない戦いが始まる。介

護するのかされるか、いつのまにか忍び寄ってく

る。これからは医療保険制度のみならず、介護に

関わる仕組みも含めて、医療従事者の一人として、

多職種を相互理解し、地域医療のチーム医療に携

わることを意識する人材を育成したい。さらに、

地域密着の在支病である地域包括病院物語『チー

ム・ブルーの挑戦』も日々命と向き合うスタッフ

それぞれが淡々と描かれ、多職種の視点を垣間見

て、臨床検査技師に欠けがちな面を知る柔軟性も

必要と考える。

COI 状態

 　投稿論文に関連し、発表者らに開示すべき 

COI 関係にある企業などはありません。
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